
 

堺市報道提供資料 

令和 4 年 12 月 26 日提供 

 

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）（案）に 

対するご意見を募集します 
 

特定個人情報保護評価は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

二十五年法律第二十七号）第 28 条に基づき、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する地方公共

団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発

生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。 

堺市では、平成 26 年 10 月から順次、市で行っている各個人番号利用事務等に係る特定個人情報保護評価

を実施し、特定個人情報保護評価書（全項目評価書）（以下、「評価書」という。）を作成しています。 

この度、住民が、公的給付等の受取のための公金受取口座として国（デジタル庁）に事前に登録したものを、国・

自治体等の行政機関等における各給付手続等において活用する公的給付支給等口座登録制度の開始に伴い、特

定個人情報保護評価の再実施を行います。 

つきましては、特定個人情報保護評価に関する規則（平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号）

第 7 条により、パブリックコメント制度に基づき同案に対する市民の皆様のご意見を募集します。 

 

1 募集期間 

令和 4 年 12 月 27 日（火）～令和 5 年 1 月 26 日（木） 

 

2 ご意見の提出方法 

郵送、ファックス、電子メール、堺市ホームページのパブリックコメント意見募集フォームまたは担当課へ直接持参のい

ずれかの方法でご提出ください。 

なお、口頭（電話等を含む。）では受け付けておりませんので、ご了承ください。 

 

3 事務名と提出先 

事務名 担当課 ファックス 電子メール 

地方税事務 
税務運営課 

（堺市役所本館 8 階） 
072-228-7618 zeiun@city.sakai.lg.jp 

※郵送の場合、所在地は右記のとおり。〒590-0078 堺市堺区南瓦町 3 番 1 号 堺市税務運営課あて 

 

 

 

 

mailto:zeiun@city.sakai.lg.jp


 

4 閲覧・配布場所 

令和 4 年 12 月 27 日（火）から、堺市ホームページのほか、市政情報センター（堺市役所高層館 3 階）、

各区役所市政情報コーナー、堺市立図書館、担当課でご覧になれます。また、同所にて資料を配布します。 

※新型コロナウイルス感染症の影響で閲覧できる窓口が閉まっている場合があります。 

 

5 その他 

○提出されたご意見は、整理集約し、ご意見等に対する堺市の考え方を市ホームページ等で一定期間公表します。 

・ご意見を提出された方の個人情報は公表いたしません。 

・ご意見を提出された方に対し、個別の回答はいたしません。 

・ご意見に基づき案を修正した場合、修正内容と理由を併せて公表します。 

○単に賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なもの等については、ご意見の概要や本市の考え方をお示し

できませんので、ご了承ください。 

○提出されたご意見のうち、個人や団体の利益を害するおそれのある情報については公表しません。 

 

問
い
合
わ
せ
先 

担  当  課：財政局 税務部 税務運営課 

電    話：072-228-3957 

フ ァ ッ ク ス：072-228-7618 

 



地方税事務に係る特定個人情報保護評価書（全項目評価書）（案）の概要 

 

１ 特定個人情報保護評価の再実施 

・「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律（令和 3年

法律第 38号）」及び「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関

する法律施行規則（令和 3年デジタル庁令第 10号）」の施行に伴い、公的給付支給等口座登録制

度が開始され、令和 4年 10月以降に公的給付支給等口座（以下「公金受取口座」という。）を活

用した公的給付の支給等が実施となっています。 

・公的給付支給等口座登録制度は、住民が、現在金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、公

的給付等の受取のための公金受取口座として、国（デジタル庁）に事前に登録したものを、国・

自治体等の行政機関等における各給付手続等において活用する制度です。 

・当該制度の開始に伴い、特定個人情報保護評価書（全項目評価書）に、各給付申請手続を受ける

行政機関等が、公金受取口座への支給を希望する住民について、マイナンバーを活用した情報連

携により公金受取口座情報を入手する内容を追加し、特定個人情報保護評価（以下、「評価」と

いう。）の再評価を実施します。 

 

２ 評価の実施手順 

・評価は、個人情報保護委員会（国の三条委員会）規則に定められた評価基準に基づき、特定個人

情報ファイルを利用する事務ごとに実施します。 

・30万件を超える特定個人情報ファイルを保有することが見込まれる事務は、評価書を作成しま

す。（本市地方税事務が該当） 

・評価書に記載する特定個人情報保護等の内容を公表して、個人のプライバシー等の権利利益の保

護に取り組むことを宣言するとともに、市民の皆様のご意見を募集します（パブリックコメン

ト）。 

・市民の皆様のご意見を反映した評価書を、さらに堺市個人情報保護審議会で点検を受け、評価書

は完成し、評価書を個人情報保護委員会へ提出・市 HPへ掲載し公表することで、評価の完了と

なります。 

 

３ 評価書の主な修正内容 

・事務の内容について、今回追加される事務の流れ等を追記します。 

 

４ 評価実施後の再評価等 

・今後、1年ごとに評価書記載事項の確認・修正を行い、また 5年ごとに再評価を実施します。さ

らに、情報セキュリティにかかる重要な変更など特定個人情報ファイルの取扱いを変更する場合

は、都度、再評価を実施します。 



【従来】
市税還付金の 記載内容を確認した上で、振込先口座への還付

口座振替依頼書 手続きを行う。

（振込先口座を記入） （振込先口座情報は、申請者が依頼書に記載済）

　

【変更後】
＜公金受取口座以外の口座での受取の場合＞

市税還付金の 記載内容を確認した上で、振込先口座への還付

口座振替依頼書 手続きを行う。

（振込先口座を記入） （振込先口座情報は、申請者が依頼書に記載済）

　

＜公金受取口座での受取の場合＞

市税還付金の 記載内容を確認した上で、振込先口座への還付

口座振替依頼書 手続きを行う。

（公金受取口座での

　受取希望の旨を記載） （依頼書記載の公金受取口座での受取希望を受け、

　情報提供ネットワークシステムを通じて口座

　情報を確認する。）

評価の範囲

申請者 堺市

提出

提出
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